
 

 

 

 

 

 南区城南町の藤山仮設住宅にお

住いの方々にお話を伺いました。 

「建設会社の都合で着工が遅れて

いるのに、自宅が完成するまでい

ったん民間の借家に転居してほし

いと言われた」「市から住宅会社に、

着工を急いで、工期を短くしてと

連絡をしている」などの声があり

ました。被災者の実情をよそに、仮

設住宅からの転居を迫っている実

態が明らかになりました。 

 

 もともと城南町では、自宅に暮

らす人が多かったため、仮設住宅

から災害公営住宅に転居した人が、

新たに発生した家賃の支払いに苦

慮をしている状況もわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仮設入居者からは、「荷物も少な

くないので転居はたいへん。自宅

が再建できるまで安心して仮設に

住んでいたい」の声がありました。 

 

 国民年金で暮らす高齢者も多く、

東日本大震災で行われているよう

な、災害公営住宅への家賃補助も

検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設住宅の追い出しは許されません 
被災者に寄り添った支援を！ 

党国会議員団と共に、熊本地震 3 年目の実態調査 

仮設住宅の聞き取りで明らかになった「追い出し」の実態 

 

災害公営住宅入居者への家賃補助も必要 

（国会議員団と共に、藤山仮設での聞き取り） 
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【
控
室
か
ら
】 

 

32
年
間
の
営
業
に
「
あ
り
が
と
う
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
す
ま
ど
か 

 

私
の
両
親
が
32
年
間
営
業
を
続
け
て
き
た
「
お
弁
当

屋
」
が
今
年
の
２
月
に
閉
店
し
ま
し
た
。 

 

私
が
小
学
校
６
年
生
に
な
っ
た
年
、
国
鉄
で
働
い
て
い

た
父
が
民
営
化
を
機
に
職
場
を
辞
め
、
看
護
師
を
し
て
い

た
母
親
と
と
も
に
、
大
分
の
郷
に
帰
り
、
始
め
た
弁
当
屋
。 

朝
の
５
時
に
は
仕
込
み
を
始
め
、
営
業
時
間
が
終
わ
っ

た
後
も
夜
遅
く
ま
で
仕
事
を
し
、
私
を
育
て
て
く
れ
た
両

親
に
感
謝
の
お
も
い
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

カ
ウ
ン
タ
ー
に
あ
る
レ
ジ
の
使
い
方
を
習
っ
た
り
、
野

菜
の
切
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
り
、
味
付
け
の
コ
ツ
を

習
っ
た
り
と
、
家
族
と
の
多
く
の
時
間
を
過
ご
し
て
き
た

の
も
弁
当
屋
で
し
た
。
私
に
子
ど
も
が
で
き
、
帰
郷
し
た

時
に
は
、「
お
弁
当
屋
さ
ん
ご
っ
こ
」
に
夢
中
に
な
る
娘
と

嬉
し
そ
う
に
付
き
合
う
両
親
の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。 

ま
た
、
消
費
税
が
上
が
っ
て
も
、
弁
当
の
値
段
を
な
か

な
か
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
自
営
業
者
の
悩
み
や
本

音
な
ど
も
聞
い
て
き
ま
し
た
。 

転
職
し
、
大
き
な
不
安
も
あ
る
な
か
で
、
続
け
て
き
た

お
弁
当
屋
さ
ん
。
32
年
間
の
歩
み
に
、
心
か
ら
の
「
あ
り

が
と
う
」
を
送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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2019年第２回定例会の日程が決まりました 
【日程】 

  6 月 14 日（金）   開会（本会議）            

17～20 日    一般質問 

   24 日（月）～ 委員会・ 予算決算委員会分科会 

（請願・陳情の趣旨説明）        

28 日（金）   予算決算委員会・締めくくり質疑     

7 月 2 日（火）    閉会（質疑、討論、表決）      

 ＊請願提出締め切りは、6月１３日（木）午後 5 時まで      

 ＊陳情提出締め切りは、６月１８日（火）午後 5 時まで 

 

 

 

☆今回の議会は、日本共産党市議団の一般質問はありません。 

 取り上げてほしい問題は、委員会等で発言いたします。 

 お寄せください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【みなし仮設の特徴】 

・プレハブに比べて、点在している

ために孤立化しやすい。 

・見えにくい・わかりにくいために、

ボランティアが入りにくい。 

・当事者も、情報を得にくい状況。 

・常駐支援者を置くことができな

いので、見守りに困難がある。 

などの特徴があるために、一般的

な支援が難しい状況があります。 

 

 

 仮設住宅が期限を迎え、転出す

る世帯も増えてきます。転居後は、

みなし仮設見守りの対象外となり

ます。しかし、中越地震における長

岡市の調査でも、転居後に不安を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「minori」では、アポイントを取っ

て訪問し、丁寧にお話しを聞き、 

適切な支援へとつなげています。 

 しかし、わずかではあっても対

話ができていない世帯があること、

仮設の期限が迫っている中で転居

先を見つけなければならない、転

居先との契約に関するトラブルな

ど、さまざまな課題があります。 

 

 

持つ世帯が 2 割を超えていました。 

他都市の経験に学ぶならば、みな

し仮設転居後も見守りが続けられ

るような支援が必要であり、今後

の課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災者の実態をよくつかみ、 

丁寧な見守りの継続が必要 
～益城町地域支え合いセンター「minori」にお話を聞く～ 
  「よか隊ネット」を前身に、2018 年 5 月に設立され、現在益城町のみ

なし仮設入居者の見守り活動をしている「minori（みのり）」を、党国会

議員団・山本県議とともに訪問し、事務局長の高木さんに、みなし仮設

の見守りから見える入居世帯の課題についてお話を伺いました。 

「みなし仮設」転居後の不安に応える支援が必要 

生活保護利用者への追加義援金について 

【自立更生に向け支出できる費目】 

生活用品・家具…什器、衣服・

布団、食器棚、テーブル・

椅子、タンス、ガステーブ

ルなど 

家電…テレビ、冷蔵庫、洗濯機、

炊飯器、電子レンジ、オーブン

トースター、冷暖房用器具、電

生活用品・家電の購入、教育費の支出など 

「自立更生」に関する制度のわかりやすい説明を！ 

５月１８日、「熊本市生活と健康を守る会」は、生活保護利

用者へ支給される追加義援金の取り扱いについて、市へ要請

を行いました。要請には、共産党市議団も参加しました。 

 追加義援金の支給に対する

扱いは、これまで通りです。生

活用品・家電の購入、教育費や

住宅の修繕費用など、自立に

つながる費目については、収

入認定とせずに支出できるこ

とになります。参加者からは、

「制度そのものを知らない生

活保護利用者もいることか

話、パソコン、プリンター等 

生業・教育…事業用施設の整

備、技能習得、就学に関する

もの、制服・通学用カバン・

靴等、文具など 

住家…補修、建築、配電・上下

水道設備の新設など 

その他…結婚費用、墓石、仏壇、

法事等弔意に要する経費

など 

ら、使える費目の一覧表を活用

するなど各福祉事務所への指

導を徹底してほしい」との意見

が述べられました。 

 また、制度活用については、

本人の意思を尊重し柔軟に対

応すること、自立更生計画・見

積書については、速やかに決定

することなどを求めました。 


